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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 
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田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します
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　市では、ごみ収集方法の統一に伴い、「ふれあい収集」
を行います。
　「ふれあい収集」とは、お年寄りや、身体の不自由な方
などで家庭ごみを出すことが困難な世帯に、希望により直
接玄関先まで収集に伺う制度です。
　申し込み方法等詳しくは、７月１日号の市報でお知らせ
する予定です。

◆ごみ減量推進課（�保 �内線２２２２）

　

違
法
駐
車
は
、交
通
渋
滞
や
交
通
事
故
の
原

因
に
な
り
、救
急
車
や
消
防
車
な
ど
の
緊
急
車

両
の
通
行
の
妨
害
に
も
な
り
ま
す
。

　

駐
車
車
両
に
よ
る
事
故
原
因
と
し
て
、

○
駐
車
車
両
に
衝
突
す
る
事
故
（
特
に
夜
間
）

○
駐
車
車
両
が
あ
る
た
め
進
路
変
更
し
た
際

の
事
故

○
駐
車
車
両
前
後
の
飛
び
出
し
事
故

○
駐
車
車
両
に
よ
る
歩
行
者
等
の
発
見
の
遅

れ
に
よ
る
事
故

等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

違
法
駐
車
を
な
く
す
た
め
、
駐
車
す
る
際
は
一
時
預
か
り
駐
車
場

を
利
用
す
る
な
ど
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

ま
た
、
市
で
は
、「
西
東
京
市
違
法
駐
車
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」

に
よ
り
、
田
無
駅
周
辺
を
「
違
法
駐
車
等
防
止
重
点
実
施
地
域
」
に

指
定
し
て
い
ま
す
（
図
参
照
）。

　
「
違
法
駐
車
等
防
止
重
点
実
施
地
域
」
に
は
、
交
通
指
導
員
を
配
置

し
て
、
駐
車
を
抑
制
す
る
指
導
と
啓
発
活
動
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
交
通
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2473

～車は駐車場にとめましょう～

　

ご
み
・
資
源
物
の
収
集
方
法
は
、
合
併
後
１
市
２
制

度
で
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
「
廃
棄
物
減
量
等
推

進
審
議
会
」
か
ら
の
答
申
、
あ
る
い
は
市
民
の
皆
さ
ん

や
議
会
の
意
見
を
伺
い
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
検
討
し
た

結
果
、
今
回
、
ご
み
・
資
源
物
の
収
集
方
法
の
統
一
を

決
定
し
ま
し
た
。
実
施
は
本
年　

月
６
日
（
月
）
か
ら

１０

に
な
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
皆

さ
ん
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
統
一
収
集
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
７
月

　

日
号
の
市
報
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

１５※
地
域
で
説
明
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ご
み
減
量
推

進
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
ご
み
減
量
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２２２２

〜〜
ごご
みみ
減減
量量
・・
資資
源源
循循
環環
型型
社社
会会
のの
廃廃
棄棄
物物
行行
政政
にに
向向
けけ
てて
〜〜

ごご
みみ
・・
資資
源源
物物
統統
一一
収収
集集
方方
法法
のの
市市
民民
説説
明明
会会
をを
開開
催催

■
有
害
ご
み
（
乾
電
池
・
体
温
計
等
）
は
分
別
し
て
出

し
て
く
だ
さ
い

　

市
内
で
収
集
し
た
燃
や
せ
な
い
ご
み
は
、　

セ
ン
チ�
以

１５

下
に
破
砕
し
、
日
の
出
町
「
二
ッ
塚
廃
棄
物
広
域
処
分
場
」

に
搬
入
し
て
い
ま
す
。
こ
の
最
終
処
分
場
は
、
公
害
防
止
協

定
を
地
元
の
自
治
会
と
結
ん
で
い
る
た
め
、
乾
電
池
や
体
温

計
等
の
有
害
な
も
の
は
搬
入
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
西
東
京
市
ほ
か
２
市
の
中
間
処
理
施
設
「
柳

泉
園
組
合
」
か
ら
搬
入
さ
れ
る
「
燃
や
せ
な
い
ご
み
」
の
中

に
多
く
の
乾
電
池
等
が
混
ざ
っ
て
お
り
、
過
去
に
数
回
、

「
燃
や
せ
な
い
ご
み
」
を
持
ち
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
今
一
度
、
分
別
の
徹
底
を
お
願
い
し
ま

す
。

【
有
害
ご
み
の
出
し
方
】

◎
田
無
地
域　

市
が
配
布
し
た
黄
色
い
「
有
害
ご
み
袋
」
ま

た
は
中
味
の
見
え
る
袋
に
入
れ
て
集
積
所
に
出
し
て
い
た
だ

く
か
、
市
内
電
気
店
の
拠
点
回
収
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
保
谷
地
域　

公
共
施
設
に
あ
る
乾
電
池
入
れ
ボ
ッ
ク
ス

か
、
市
内
電
気
店
の
拠
点
回
収
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
共
施
設
や
電
気
店
が
不
明
な
場
合
は
、
ご
み
減
量
推
進

課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
等
は
使
い
切
り
穴
を
開
け
て
出
し

て
く
だ
さ
い

　

ご
み
の
中
間
処
理
施
設
「
柳
泉
園
組
合
」
で
不
燃
物
を
処

理
す
る
粗
大
ご
み
処
理
施
設
の
破
砕
機
内
で
、
爆
発
事
故
が

再
び
発
生
し
ま
し
た
。

　

被
害
が
大
き
く
多
く
の
損
傷
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
幸

い
人
身
事
故
に
は
い
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

昨
年
２
回
の
爆
発
事
故
の
際
に
も
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
願

い
し
ま
し
た
が
、
事
故
防
止
の
た
め
必
ず
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン

ベ
等
は
中
身
を
「
使
い
切
り
」、
風
通
し
の
よ
い
屋
外
で
「
穴

を
開
け
て
」
燃
や
せ
な
い
ご
み
と
し
て
出
し
て
い
た
だ
く
よ

う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
ご
み
減
量
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２２２２

市　民　説　明　会　日　程

と　こ　ろと　　　　き

保谷こもれびホール
午後２時～

７月９日（水）

市民会館７月１１日（金）

ふれあいセンター

午後３時～

７月１５日（火）

柳橋市民集会所７月１６日（水）

北町市民集会所７月１７日（木）

ひばりが丘北市民集会所７月２２日（火）

新町市民集会所７月２４日（木）

向台地区会館７月２９日（火）

芝久保地区会館７月３０日（水）

住吉第二市民集会所午後７時～７月３１日（木）

スポーツセンター会議室午前10時～８月３日（日）

下宿地区会館

午後３時～

８月４日（月）

谷戸地区会館８月５日（火）

東町市民集会所８月７日（木）

谷戸第二地区会館８月１２日（火）

北原地区会館８月１３日（水）

富士町市民集会所８月１４日（木）

田無庁舎２階会議室午前10時～８月１７日（日）

ひばりが丘公民館午後７時～８月２０日（水）

中町市民集会所

午後３時～

８月２１日（木）

緑町地区会館８月２６日（火）

南町地区会館８月２７日（水）

柳沢第三市民集会所８月２８日（木）

田無町地区会館午後７時～８月２９日（金）

　

自
転
車
・
バ
イ
ク
は
手
軽
で
便
利
な
交
通
手
段

と
し
て
多
く
の
方
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
「
ち
ょ
っ
と
だ
け
」
と
い
う
安
易
な
気
持
ち

で
、
歩
道
や
道
路
に
自
転
車
・
バ
イ
ク
を
置
い
て

い
ま
せ
ん
か
。

　

邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
置
い
た
つ
も
り
で

も
、
そ
の
１
台
の
放
置
自
転
車
を
契
機
に
、
放
置

自
転
車
は
増
え
て
行
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
一
人

ひ
と
り
が
責
任
を
も
っ
て
路
上
放
置
を
し
な
い
よ

う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
市
で
は
「
西
東
京
市
自
転
車
等
の
放
置

防
止
に
関
す
る
条
例
」
に
よ
り
、
市
内
の
各
駅
周

辺
を
『
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
』
に
指
定
し
て

い
ま
す
。

　

駅
周
辺
の
放
置
自
転
車
・
原
付
バ
イ
ク
は
撤
去

し
保
管
所
に
移
送
し
ま
す
。
撤
去
し
た
自
転
車
等

を
返
還
す
る
際
、
撤
去
保
管
料
と
し
て
、
自
転
車

は
２
千
円
、
原
付
バ
イ
ク
は
３
千
円
を
徴
収
し
ま

す
。
有
料
自
転
車
駐
車
場
の
自
転
車
・
原
付
バ
イ

ク
の
一
時
利
用
料
金
は
、　

円
〜　

円
で
す
。

１００

２００

　

周
囲
へ
の
迷
惑
や
負

担
す
る
額
か
ら
も
、
通

勤
・
通
学
、
買
い
物
・
旅
行
等
で
長

時
間
自
転
車
等
を
駐
車
す
る
際
は
、

自
転
車
駐
車
場
に
置
き
ま
し
ょ
う
。

◆
交
通
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４７３
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《 
違
法
駐
車
等
防
止
重
点
実
施
地
域 
》


